
                                                          給与支払報告書 

（総括表）の記載の仕方

※注意点 
 
○　毎年、特別徴収と普通徴収の相違が原因で多くの問合せをいただき 

ます。必ず特別徴収と普通徴収の区分を確認してから提出して 
ください。 

 
○　給与支払報告書は全て機械処理（ＯＣＲ）で読み取るため、提出の際

は、クリップ又は輪ゴムで用紙を傷つけないように留めてください。 
ホチキスや穴を開けてヒモで留める等はしないでください。

 Ａ 　事業所コードを特定するため、事業所の指定番号（8 桁）を記入してください。 
　　（※法人番号ではありません。） 
　・市から送付する総括表には指定番号が印字されています。 
　・市から送付する総括表を使用しない場合は必ずこの指定番号を記入してください。

 Ｂ 「給与支払者の 13 桁の法人番号（個人事業主の場合は 12 桁の個人番号）を記入 
してください。個人番号を記入する際は、右詰めで記入してください。

 Ｃ  
・給与支払者の名称（氏名）とフリガナを記入してください。 

　・所得税の源泉徴収をしている事務所等が異なる場合は、下段「所得税の源泉徴収をしている事務所又は
事業所の名称」欄を記入してください。 

　・「同上の所在地」欄には給与支払者の住所を記入してください。 
　・市から送付する総括表は、「給与支払者の名称又は氏名」欄と「同上の所在地」欄が既に印字されてい

ます。変更等がある場合には赤字で訂正のうえ、提出してください。

 Ｆ 　給与支払報告書の担当者の連絡先を記入 
してください。

 Ｇ  会計事務所等に委託している事業所は、会計 
事務所等の名称連絡先を記入してください。

 Ｈ  特別徴収の納付書が必要な事業所は「必要」に○を、不要な事業所は「不要」に○をしてください。

給与支払報告書の提出期限は 2 月 2 日（月） 

ですが、申告相談等の都合上、 

お早めの提出にご協力をお願いいたします。
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①【特別徴収対象者】 

駒ヶ根市へ給与支払報告書を提出する特別徴収対象者の人数を記入してください。 
 

②③【普通徴収対象者（退職者）・普通徴収対象者（退職者を除く）】 
駒ヶ根市へ給与支払報告書を提出する普通徴収対象者のうち、退職者と退職者以外に分けてそれぞれの欄

へ記入してください。普通徴収に該当する従業員がいる場合は、普通徴収切替理由書の提出と個人明細書の

摘要欄に該当理由の符号（普Ａ～普Ｆ）の記入をお願いします。 
④【報告人員の合計】 

上記報告人員の合計を記入してください。

①

②

③

④  Ｄ 　受給者人数の合計を記入してください。（他市町村の人も含めた総人数）


